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交付対象経費
国のR4予算分
（交付限度額
①、②、③）

国のR4予算分
（交付限度額

④）

Ｂ３'
国のR4予算分
（交付限度額

⑤）

Ｂ３''
国のR4予算分
（交付限度額

⑥）

Ｂ４’
国のR4予算分
（交付限度額
⑦、⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算分
（交付限度額
⑨、⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源や補
助対象外経費

等）

合計 3,533,331 3,083,793 18,211 0 0 1,336,322 1,596,240

1 R4 単 ○ ○

松戸市価格高騰重点支
援給付金・松戸市生
活・暮らし価格高騰重
点支援給付金【低所得
者世帯給付金】

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
①エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う低

所得世帯支援
1,599,360 1,599,360 3,120 1,596,240

１．松戸市価格高騰重点支援給付金
１-①：国による、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「低所得世帯支援枠」。
新型コロナウイルスの影響を受ける物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、住民税非課税世帯に対して、給付金を支給する。
１‐②：給付金　1,596,240千円
１‐③：補助金　1,596,240千円（53,208世帯×30千円）
※53,208世帯＝52,996世帯（確定世帯数）＋212世帯（見込み世帯数）
１‐④：住民税非課税世帯（基準日令和5年6月1日）

２．松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金
２‐①：国による、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「生活者支援枠・推奨事業メニュー分」。
新型コロナウイルスの影響を受ける物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、
低所得世帯枠の対象外の住民税均等割のみ課税世帯及び家計急変世帯に対して、市独自で給付金を支給する事業。
本事業のうち、ここでは差押禁止等及び非課税の対象となる家計急変世帯分のみを記載。
２‐②：給付金　3,120千円
２‐③：補助金　3,120千円　（104世帯×30千円）
２‐④：家計急変世帯

－ － ○ － R5.6 R6.3
プッシュ型の発送や勧奨通知
等により、対象世帯の9割に支
給する。

HP、広報紙等

・実施要綱
・予算要求書
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/oshirase/kyuuhukin
n3.html

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/oshirase/seikatukur
asizyuuten.html

R5補正（地）

2 R4 単 ○ ○

松戸市価格高騰重点支
援給付金・松戸市生
活・暮らし価格高騰重
点支援給付金【低所得
者世帯給付金】（事務
費）

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
①エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う低

所得世帯支援
174,146 174,146 41,126 133,020

１．松戸市価格高騰重点支援給付金に係る事務費
１‐①：国による、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「低所得世帯支援枠」。
新型コロナウイルスの影響を受ける物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、住民税非課税世帯に対して、給付金を支給するにあたり必要な事務経費。
１‐②：事務費　173,400千円
　（交付限度額：133,020千円（53,208世帯×2.5千円））
※53,208世帯＝52,996世帯（確定世帯数）＋212世帯（見込み世帯数）
※交付限度額超過分の40,380千円は推奨事業メニュー分を財源とする。
１‐③：下記のとおり
　事務費　173,399,551円（確定世帯52,996世帯分）
 （消耗品費111,700円、燃料費3,470円、光熱水費880,537円、通信費（郵便料）14,602,361円、通信費（電信電話料）46,853円、手数料5,829,560円、委託料150,778,023円、使用料及び賃借料1,147,047円）
１‐④：住民税非課税世帯（基準日令和5年6月1日）

２．松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金に係る事務費
２‐①：国による、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「生活者支援枠・推奨事業メニュー分」。
新型コロナウイルスの影響を受ける物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、
低所得世帯枠の対象外の住民税均等割のみ課税世帯及び家計急変世帯に対して、市独自で給付金を支給するにあたり必要な事務経費。
本事業のうち、ここでは差押禁止等及び非課税の対象となる家計急変世帯分の給付に係る事務経費のみ記載。
２‐②：事務費　746千円
　※事務費のうち消耗品費、通信費（電信電話料）、委託料は世帯数で按分（家計急変世帯104世帯、住民税均等割のみ課税世帯192世帯（財源振替以外）、住民税均等割のみ課税世帯5,168世帯（財源振替分）、住民税均等割課税かつ基準日時点で生活
保護世帯187世帯）
２‐③：下記のとおり
　事務費　745,892円 （消耗品費3,467円、通信費34,314円、手数料11,440円、委託料696,671円）
２‐④：家計急変世帯

－ － ○ － R5.6 R6.3
プッシュ型の発送や勧奨通知
等により、対象世帯の9割に支
給する。

HP、広報紙等

・実施要綱
・予算要求書
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/oshirase/kyuuhukin
n3.html

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/oshirase/seikatukur
asizyuuten.html

R5補正（地）

3 R4 単 ○ －

松戸市価格高騰重点支
援給付金・松戸市生活・
暮らし価格高騰重点支援
給付金

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
①エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う低

所得世帯支援
11,370 11,370 11,370

１．松戸市価格高騰重点支援給付金
１-①：国による、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「生活者支援枠・推奨事業メニュー分」。
新型コロナウイルスの影響を受ける物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、
低所得世帯枠の対象外の住民税均等割課税かつ基準日時点で生活保護を受給している世帯に対して住民税非課税相当世帯として給付金を支給する。
本事業のうち、住民税均等割課税かつ基準日時点で生活保護世帯分のみを記載。
１‐②：給付金　5,610千円
１‐③：補助金　5,610千円　（187世帯×30千円）
１‐④：住民税均等割課税かつ基準日時点で生活保護世帯（基準日：令和5年6月1日）

２．松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金
２-①：国による、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「生活者支援枠・推奨事業メニュー分」。
新型コロナウイルスの影響を受ける物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、
低所得世帯枠の対象外の住民税均等割のみ課税世帯及び家計急変世帯に対して、市独自で給付金を支給する事業。
本事業のうち、住民税均等割のみ課税世帯分（財源振替以外）のみを記載。
２-②：給付金　5,760千円
２-③：補助金　5,760千円　（192世帯×30千円）
２-④：住民税均等割のみ課税世帯（基準日：令和5年6月1日）

－ － ○ － R5.6 R6.3
プッシュ型の発送や勧奨通知
等により、対象世帯の9割に支
給する。

HP、広報紙等

・実施要綱
・予算要求書
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/oshirase/kyuuhukin
n3.html

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/oshirase/seikatukur
asizyuuten.html

R5補正（地）

4 R4 単 ○ －

松戸市価格高騰重点支
援給付金・松戸市生活・
暮らし価格高騰重点支援
給付金（事務費）

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
①エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う低

所得世帯支援
2,696 2,696 2,696

１．松戸市価格高騰重点支援給付金に係る事務費
１-①：国による、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「生活者支援枠・推奨事業メニュー分」。
新型コロナウイルスの影響を受ける物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、
低所得世帯枠の対象外の住民税均等割課税かつ基準日時点で生活保護を受給している世帯に対して住民税非課税相当世帯として給付金を支給するにあたり、必要な事務経費。
本事業のうち、住民税均等割課税かつ基準日時点で生活保護世帯分の給付に係る事務費のみを記載。
１-②事務費　1,328千円
　※事務費のうち消耗品費、通信費（電信電話料）、委託料は世帯数で按分（家計急変世帯104世帯、住民税均等割のみ課税世帯192世帯（財源振替以外）、住民税均等割のみ課税世帯5,168世帯（財源振替分）、住民税均等割課税かつ基準日時点で生活
保護世帯187世帯）
１-③：下記のとおり
　事務費　1,327,248円
 　（消耗品費6,234円、通信費47,776円、手数料20,570円、委託料1,252,668円）
１-④：住民税均等割課税かつ基準日時点で生活保護世帯（基準日：令和5年6月1日）

２．松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金に係る事務費
２-①：国による、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の「生活者支援枠・推奨事業メニュー分」。
新型コロナウイルスの影響を受ける物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、
低所得世帯枠の対象外の住民税均等割のみ課税世帯及び家計急変世帯に対して、市独自で給付金を支給するにあたり、必要な事務経費。
本事業のうち、住民税均等割のみ課税世帯分（財源振替以外）の給付に係る事務費のみを記載。
２-②事務費　1,368千円
　※事務費のうち消耗品費、通信費（電信電話料）、委託料は世帯数で按分（家計急変世帯104世帯、住民税均等割のみ課税世帯192世帯（財源振替以外）、住民税均等割のみ課税世帯5,168世帯（財源振替分）、住民税均等割課税かつ基準日時点で生活
保護世帯187世帯）
　※事務費のうち通信費（郵便料）は、世帯数で按分（住民税均等割のみ課税世帯192世帯（財源振替以外）、住民税均等割のみ課税世帯5,168世帯（財源振替分））
２-③：下記のとおり
　事務費　1,367,365円 　（消耗品費6,401円、通信費53,682円、手数料21,120円、委託料1,286,162円）
２-④：住民税均等割のみ課税世帯（基準日：令和5年6月1日）

－ － ○ － R5.6 R6.3
プッシュ型の発送や勧奨通知
等により、対象世帯の9割に支
給する。

HP、広報紙等

・実施要綱
・予算要求書
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/oshirase/kyuuhukin
n3.html

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/oshirase/seikatukur
asizyuuten.html

R5補正（地）

5 R4 単 ○ － 松戸市子育て世帯生活
応援特別給付金

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
31,913 31,913 31,913

①低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の対象外の低所得世帯に対して市独自で給付金を支給する。これにより、新型コロナウィルスの影響を受け物価高騰等に直面する生活困窮者等を支援する。
②給付金及び事務費
③　計　31,913千円
補助金　24,200千円　（484人×50千円）
事務費　 7,713千円
　　（消耗20千円、印本80千円、光熱水費24千円、通信料222千円、
　　　手数料2千円、保険料1千円、委託料6,905千円、
　　　使用料及び賃借料459千円）
④H17年4月2日からR6年2月29日生まれの児童の養育者で住民税均等割りのみ課税者（生活保護世帯除く）

－ － ○ － R5.6 R6.3 勧奨通知等により、対象世帯の
9割に支給する。

HP、SNS、広報まつど、ポス
ター等

・実施要綱案
・予算要求書
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kosodate/matsudodekosodate/kos
odatenavi/teate_jyosei/seikatsuou
en.html

R5補正（地）

6 R4 単 ○ － 松戸市子どもの成長応援
臨時給付金

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
790,609 401,158 401,158 389,451

①千葉県独自の子育て支援施策として小学校1年生から中学校3年生までを対象に給付金事業を実施することに伴い、未就学児および高校１年生から高校３年生年齢相当に対して市独自で給付金を支給する。
これにより、新型コロナウイルスの影響を受け物価高騰等に直面する生活困窮者等を支援する。
②給付金及び事務費
③　計　790,609千円
補助金　710,000千円　（71,000人×10千円）
事務費　 80,609千円
　　（消耗37千円、印本77千円、通信料4,500千円、
　　　手数料3,828千円、委託料72,167千円）
（その他財源：千葉県の補助金389,451千円）
④小学校1年生から中学校３年生までの児童（県補助分）
　未就学児及び高校１年生から高校３年生までの年齢相当

－ － ○ － R5.6 R6.3 勧奨通知等により、対象世帯の
9割に支給する。

HP、SNS、広報まつど、ポス
ター等

・実施要綱案
・予算要求書
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kosodate/matsudodekosodate/kos
odatenavi/teate_jyosei/seichououe
nn.html

R5補正（地）

7 R4 単 ○ － こども発達センター利用
者給食費の減免

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
626 626 626

①コロナ禍における物価高騰対策として、こども発達センターの利用者の給食費負担額を減免し、子育て世帯の負担を軽減する。
②こども発達センター利用者の給食費の減免（第2子を半額、第3子以降を無償化）に係る費用
③合計　626千円（625,110円）
通園児童の給食費　第2子を半額
・福祉型　1人あたり月平均2903.34円×1/2×平均24.0人×9ケ月＝313,560円
・医療型　対象者なし
通園児童の給食費　第3子以降を無償化
・福祉型　1人あたり月平均3176.18円×平均10.4人×9ケ月＝297,290円
・医療型　1人あたり月平均792.23円×平均2.0人×9ケ月＝14,260円
④こども発達センター利用者

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象児童数…41人）

HP（松戸市健康福祉会館）や、
入園説明会等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
shisetsu-guide/hukushi-
sisetsu/kenkoufukushikaikan/kodo
mo-hattatsu/20230519.html

R5当初（地）

8 R4 単 ○ －
松戸市幼稚園等通園子
どもに係る給食費等支援
金

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
81,739 81,739 81,739

①コロナ禍における物価高騰対策として、幼稚園等を利用する多子世帯の保護者の負担軽減のため、給食費等支援金を支給する。
②第2子に対し月額2,500円、第3子以降に対し月額5,000円を給食費等支援金として支給する。
③合計　81,739千円
・消耗品　100千円
・印本費　120千円
・郵便料　564千円
・扶助費　80,955千円
　　第2子分　　2,500円×2,172人×9か月＝48,870千円
　　第3子以降　5,000円×　713人×9か月＝32,085千円
④幼稚園等を利用する多子世帯

－ － ○ － R5.4 R6.3 周知徹底により、対象世帯の8
割に支給する。

HP、広報紙、LINE、案内、チラ
シ等

・松戸市幼稚園等通園子どもに係
る給食費等支援金支給規則
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kosodate/matsudodekosodate/kos
odatenavi/hoikuenyouchien/youch
ien/kyuusyokuhitousien.html

R5当初（地）

9 R4 単 ○ － 公立保育所利用者給食
費の減免

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
15,615 15,615 15,615

①コロナ禍における物価高騰対策として、公立保育所利用者の給食費負担額を減免し、子育て世帯の負担を軽減する。
②保育所利用者給食費の減免（第2子を半額、第3子以降を無償化）に係る費用
③合計　15,615千円
第2子半額
・5,000円×1/2×486人×9か月＝10,935千円
第3子以降無償化
・5,000円×104人×9か月＝4,680千円
④公立保育所を利用する世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する 広報紙・通知等 R5当初（地）

10 R4 単 ○ －
松戸市幼稚園等通園子
どもに係る給食費等支援
金支給事業

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
1,530 1,530 1,530

①コロナ禍における物価高騰対策として、認可外保育施設を利用する世帯へ、給食費等支援金を支給し、子育て世帯の負担を軽減する。
②第2子に対し月額2,500円、第3子以降に対し月額5,000円を支援金として支給する。（R5.4～12月分）
③合計　1,530千円
　　第2子分　　2,500円×48人×9か月＝1,080千円
　　第3子以降　5,000円×10人×9か月＝450千円
　＜2号＞
④認可外保育施設を利用する世帯

－ － ○ － R5.4 R5.12

HP、広報誌のみでなく対象施
設へ訪問し施設長へ制度の説
明を実施し理解度を高める等の
周知徹底により、対象世帯の8
割に支給する。

HP、広報紙等
松戸市幼稚園等通園子どもに係る
給食費等支援金支給規則

R5当初（地）

11 R4 単 ○ －
保育所運営事業
（民間保育所運営支援業
務）

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
26,708 26,708 26,708

①コロナ禍における物価高騰対策として、市内の民間保育園に対して、給食費相当額を市が補助し、子育て世帯の負担を軽減する。
②市内の民間保育園に対して、以下の給食費相当額を補助する。
　第2子に対し月額2,500円、第3子以降に対し月額5,000円
（R5.4～12月分）
③合計　26,708千円
　　第2子分　　5,000円×1/2×9,972人×9/12ヵ月＝18,698千円
　　第3子以降　5,000円×2,136人×9/12ヵ月＝8,010千円
④市内の民間保育園を利用する世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象見込児童数…12,108人）

広報紙・通知等 R5当初（地）

12 R4 単 ○ －
認定こども園運営事業
市内認定こども園施設型
給付費

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
5,831 5,831 5,831

①コロナ禍における物価高騰対策として、市内の民間認定こども園に対して、給食費相当額を市が補助し、子育て世帯の負担を軽減する。
②市内の民間認定こども園に対して、以下の給食費相当額を補助する。
　第2子に対し月額2,500円、第3子以降に対し月額5,000円
（R5.4～12月分）
③合計　5,831千円
　＜1号＞
　　第2子分　　5,000円×1/2×326人×9/12ヵ月＝612千円
　　第3子以降　5,000円×70人×9/12ヵ月＝263千円
　＜2号＞
　　第2子分　　5,000円×1/2×1,851人×9/12ヵ月＝3,471千円
　　第3子以降　5,000円×396人×9/12ヵ月＝1,485千円
④市内の民間認定こども園を利用する世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象見込児童数…2,643人）

広報紙・通知等 R5当初（地）

13 R4 単 ○ －
認定こども園運営事業
市外認定こども園施設型
給付費

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
315 315 315

①コロナ禍における物価高騰対策として、市外の民間認定こども園に対して、給食費相当額を市が補助し、子育て世帯の負担を軽減する。
②市外の民間認定こども園に対して、以下の給食費相当額を補助する。　　第2子に対し月額2,500円、第3子以降に対し月額5,000円
（R5.4～12月分）
③合計　315千円
　＜1号＞
　　第2子分　　5,000円×1/2×79人×9/12ヵ月＝149千円
　　第3子以降　5,000円×17人×9/12ヵ月＝64千円
　＜2号＞
　　第2子分　　5,000円×1/2×38人×9/12ヵ月＝72千円
　　第3子以降　5,000円×8人×9/12ヵ月＝30千円
④市外認定こども園利用世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象見込児童数…142人）

広報紙・通知等 R5当初（地）

14 R4 単 ○ － 保育所運営委託事業
（市外保育所）

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
715 715 715

①コロナ禍における物価高騰対策として、市外の民間保育所に対して、給食相当額を市が補助し、子育て世帯の負担を軽減する。
②市外の民間保育所に対して、以下の給食費相当額を補助する。
　第2子に対し月額2,500円、第3子以降に対し月額5,000円
（R5.4～12月分）
③合計　715千円
　　第2子分　　5,000円×1/2×267人×9/12ヵ月＝501千円
　　第3子以降　5,000円×57人×9/12ヵ月＝214千円
　＜2号＞
④市外保育所利用世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象見込児童数…324人）

広報紙・通知等 R5当初（地）

Ｂ４

地域住民への周知方法（HP,
広報紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事
業に関連して
いる国庫補助
事業がある場
合、その国庫
補助事業名と
所管省庁名）

予算区分低所得世帯支援枠
を活用する事業

通

常

交

付

金

重

点

交

付

金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、
より効果があると考

える理由
総事業費

特定事
業者等
支援

個人を
対象と
した給
付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量
的指標を設定）

交付金の区分

コロナ
感染症
への対
応とし
て必要
な事業

対象外経費に
臨時交付金を
充当していな

い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促
進枠の
地方負
担分に
充当

Ｂ Ｃ Ｄ
Ｂ３

Ｎｏ

国

の

予

算

年

度

補

助

・

単

独

コロナ禍において原
油価格・物価高騰等
に直面する生活者や
事業者に対する支援

交付対象事業の名称
所

管



Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経費
国のR4予算分
（交付限度額
①、②、③）

国のR4予算分
（交付限度額

④）

Ｂ３'
国のR4予算分
（交付限度額

⑤）

Ｂ３''
国のR4予算分
（交付限度額

⑥）

Ｂ４’
国のR4予算分
（交付限度額
⑦、⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算分
（交付限度額
⑨、⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源や補
助対象外経費

等）

15 R4 単 ○ －
小学校給食費負担金の
減免
（給食費無償化）

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
206,390 162,515 162,515 43,875

①コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、学校給食の保護者負担軽減のために支援する。
②第２子給食費半額及び第３子以降給食費全額無償化対応に伴う諸収入の減免分。（4月-12月）
③減免分　合計206,390千円
【第２子半額】
　【第２子半額】
　1年生 1,133人　26,003,194円*8/11　＝△18,911,413円
　2年生 1,181人　27,741,059円*8/11　＝△20,175,315円
　3年生 1,223人　30,968,006円*8/11　＝△22,522,186円
　4年生 1,264人　32,028,801円*8/11　＝△23,293,673円
　5年生 1,271人　34,487,852円*8/11　＝△25,082,074円
　6年生 1,158人　30,828,715円*8/11　＝△22,420,883円
　計△132,405,542円 ≒△132,406千円
【第３子以降全額】
　1年生 327人　14,956,768円*8/11　＝△10,877,649円
　2年生 377人　17,813,338円*8/11　＝△12,955,154円
　3年生 352人　17,888,511円*8/11　＝△13,009,826円
　4年生 344人　17,438,771円*8/11　＝△12,682,742円
　5年生 306人　16,671,285円*8/11　＝△12,124,570円
　6年生 318人　16,959,291円*8/11　＝△12,334,029円
　計△73,983,970円 ≒△73,984千円
＜その他財源として、県補助金43,875千円＞
④小学校45校の児童（給食喫食者）の保護者

－ － ○ － R5.4 R5.12

R5年度中に、下記の公費によ
る補填実施を目標とする
・小学校1年生…181回
・小学校2年～6年生…185回

HP等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kyouiku/gakkoukyouiku/kenkokyoi
ku/kyuushoku/kyuushokuhi_mush
ouka.html

R5当初（地）

16 R4 単 ○ －
小学校給食費負担金の
減免（給食費無償化）に
かかる事務費

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
3,466 3,466 3,466

①コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、学校給食の保護者負担を軽減するために支援する。
②第２子給食費半額及び第３子以降給食費全額無償化対応に伴う事務費。
③事務費　合計3,466千円
　消耗品費：ドッチファイル　768円×118冊×1.1　100千円
　印刷製本費：窓あき封筒　15.6円×931通×1.1　　16千円
　郵便料：決定通知発送　84円×9,254通　　　　　778千円
　委託料：案内文等作成・封入・封緘業務委託　75円×22,490通×1.1
　　　　　決定通知書作成・封入・封緘業務委託　75円×8,682通×1.1
　　　　　計2,572千円
④小学校45校の児童（給食喫食者）の保護者

－ － － － R5.4 R6.3

R5年度中に、下記の公費によ
る補填実施を目標とする
・小学校1年生…181回
・小学校2年～6年生…185回

HP等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kyouiku/gakkoukyouiku/kenkokyoi
ku/kyuushoku/kyuushokuhi_mush
ouka.html

R5当初（地）

17 R4 単 ○ － 小学校給食の賄材料費
(物価高騰対応分)

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
153,073 153,073 153,073

①コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、学校給食の保護者負担軽減のため、食材料費の値上がり分を市が負担する。
②学校給食に係る食材料費値上がりに対応する上乗せ分の賄材料費（教職員は除く）4月‐12月
（「改定1食単価」-「給食費負担金(保護者負担分・据置)」）
③1年生 45円×636,292食*8/11　＝20,824,101円
　2年生 45円×670,710食*8/11　＝21,950,509円
　3年生 52円×677,579食*8/11　＝25,624,805円
　4年生 52円×670,798食*8/11　＝25,368,360円
　5年生 60円×687,590食*8/11　＝30,003,927円
　6年生 60円×671,477食*8/11　＝29,300,814円
  計153,072,516円≒153,073千円
④小学校45校の児童（給食喫食者）の保護者

－ － － － R5.4 R5.12

R5年度中に、下記の公費によ
る補填実施を目標とする
・小学校1年生…181回
・小学校2年～6年生…185回

HP等
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kyouiku/gakkoukyouiku/kenkokyoi
ku/kyuushoku/index.html

R5当初（地）

18 R4 単 ○ －
中学校給食費負担金の
減免
（給食費無償化）

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
95,554 79,342 79,342 16,212

①コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、学校給食の保護者負担軽減のために支援する。
②第２子給食費半額及び第３子以降給食費全額無償化対応に伴う諸収入の減免分。4月‐12月。
③減免分　合計95,554千円
【第２子半額】
　3,249人　92,194,952円*8/11　＝△67,050,874円
　計△67,050,874円 ≒△67,051千円
【第３子以降全額】
　678人　　39,190,279円*8/11　＝△28,502,021円
　計△28,502,021円 ≒ △28,503千円
＜その他財源として、県補助金16,212千円＞
④中学校20校の生徒（給食喫食者）の保護者

－ － ○ － R5.4 R5.12
R5年度中に、172回（予定）の
公費による補填実施を目標とす
る

HP等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kyouiku/gakkoukyouiku/kenkokyoi
ku/kyuushoku/kyuushokuhi_mush
ouka.html

R5当初（地）

19 R4 単 ○ －
中学校給食費負担金の
減免（給食費無償化）に
かかる事務費

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
1,715 1,715 1,715

①コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、学校給食の保護者負担を軽減するために支援する。
②第２子給食費半額及び第３子以降給食費全額無償化対応に伴う事務費。
③事務費　合計1,715千円
　消耗品費：ドッチファイル　768円×53冊×1.1　45千円
　印刷製本費：窓あき封筒　15.6円×447通×1.1　 8千円
　郵便料：決定通知発送　84円×4,675通        393千円
　委託料：案内文等作成・封入・封緘業務委託　75円×10,700通×1.1
　　　　　決定通知書作成・封入・封緘業務委託　75円×4,675通×1.1
　　　　　計1,269千円
④中学校20校の生徒（給食喫食者）の保護者

－ － － － R5.4 R6.3
R5年度中に、172回（予定）の
公費による補填実施を目標とす
る

HP等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kyouiku/gakkoukyouiku/kenkokyoi
ku/kyuushoku/kyuushokuhi_mush
ouka.html

R5当初（地）

20 R4 単 ○ － 中学校給食の賄材料費
(物価高騰対応分)

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子

育て世帯支援
59,452 59,452 59,452

①コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、学校給食の保護者負担軽減のため、食材料費の値上がり分を市が負担する。
②学校給食に係る食材料費値上がりに対応する上乗せ分の賄材料費（教職員は除く）4月-12月
（「改定1食単価」-「給食費負担金(保護者負担分・据置)」）
③51円×1,602,867食*8/11　＝59,451,794円
  計59,451,794円 ≒ 59,452千円
④中学校20校の生徒（給食喫食者）の保護者

－ － － － R5.4 R5.12
R5年度中に、172回（予定）の
公費による補填実施を目標とす
る

HP等
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kyouiku/gakkoukyouiku/kenkokyoi
ku/kyuushoku/index.html

R5当初（地）

21 R4 単 ○ － 松戸市自転車用ヘルメッ
ト購入費補助事業

－ ○ ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○
③消費下支え等を通じた

生活者支援
10,000 10,000 10,000

①令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対して乗車中のヘルメット着用が努力義務化されたことを踏まえ、コロナ禍における物価高騰対策として、ヘルメット購入費用の全部又は一部を助成することで、市民の方々が手に取りやすい価格で購入できるよ
うにする。（購入助成対象店舗を市内自転車販売店に限定し、市内事業者への支援も同時に行う）
②自転車用ヘルメット購入助成　1人1回2,000円
（SGマーク等の安全基準を満たした3,000円以上の新品の自転車用ヘルメットを市内自転車販売店で購入した場合）
③2,000円×5,000件＝10,000千円
④市内在住者

－ － ○ － R5.7 R6.3 自転車用ヘルメット10,000個分
すべての補助を実施する。

HP、広報まつど、ポスター等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kurashi/douro/anzenjyouhou/helm
et_hojo.html

R5補正（地）

22 R4 単 ○ － 松戸市運送事業者燃料
費高騰対策支援金

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高騰対

策
○

⑦中小企業等に対するエ
ネルギー価格高騰対策

支援
50,786 50,786 50,786

①地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、コロナ禍における燃料価格等の高騰の影響を受ける市内中小運送事業者に対して支援を行う。
②燃料価格等の高騰による影響を受ける中小運送事業者に対し、支援金を給付する。
③運送事業者燃料費高騰対策支援金　計50,786千円
　・一般／特定貨物自動車運送事業用の車両
　　28千円×1,640台＝45,920千円
　・一般貸切旅客自動車運送事業用の車両（貸切バス）
　　28千円×66台＝1,848千円
　・貨物軽自動車運送事業用の車両
　　6千円×503台＝3,018千円
④松戸市内に営業所を有する中小運送事業者

－ － － － R5.10 R6.3 事業者が使用する車両の登録
台数の減少の防止

対象者へ郵送で通知、HP、広
報誌、商工会議所広報誌等

R5補正（地）

23 R4 単 ○ － 農業用資材費補助金事
業

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高騰対

策
○

⑥農林水産業における物
価高騰対策支援

5,991 5,991 5,991

①コロナ禍における物価高騰対策として、農業経営者に対し、農業用資材費の一部を補助し、農業経営の安定及び発展を図る。
②令和4年確定申告において計上した種苗費の10％（上限30万円）を補助金として交付。
③合計5,991千円　152戸
④市内に住所を置く販売農家

－ － ○ － R5.6 R5.11

農業経営者への支援目標
支援戸数500戸
支援金額30,000千円
（500戸×支援額60,000円）

HP、チラシ配布
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
jigyousya/nougyou/syobyou_hojoki
nn.html

R5当初（地）

24 R4 単 ○ － 公衆浴場燃料費高騰支
援金

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高騰対

策
○

⑤医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支

援

1,200 1,200 1,200

①コロナ禍における燃料価格高騰の影響を受ける一般公衆浴場に対して、燃料費の支援を行うことにより、その負担を軽減させる。
②一般公衆浴場の灯油・重油・薪代
③補助金　300千円×4施設＝1,200千円
④市内一般公衆浴場

－ － － － R5.6 R6.3
本事業を希望する全対象事業
所への補助を実施する
（対象事業所…4事業所）

HP等 R5補正（地）

25 R4 単 ○ － 介護保険サービス事業者
等支援事業

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高騰対

策
○

⑤医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支

援

94,730 94,730 94,730

①コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を受ける介護施設等に対して、燃料費・光熱費の支援を行うことにより、その負担を軽減させる。
②介護施設等における燃料費・光熱費
③合計　94,730千円
・補助金　94,716千円
上限150千円で申請のあった528事業所に交付
上限100千円で申請のあった事業所のうち居宅支援事業所93事業所に追加交付
・郵便料等事務費　14千円
④介護施設等

－ － － － R5.6 R6.2
本事業を希望する全対象事業
者への補助を実施する
（対象事業所…890事業所）

HP等
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/kansenshou/kaigo_b
ukka.html

R5補正（地）

26 R4 単 ○ －
障害者施設利用助成関
係業務
（物価高騰対応分）

－ ○ ○
④-Ⅰ．原油価格高騰対

策
○

⑤医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支

援

38,220 38,220 38,220

①コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を受ける障害福祉施設に対して、燃料費・光熱費の支援を行うことにより、その負担を軽減させる。（No.38と同事業）
②障害福祉施設における燃料費・光熱費
③合計　48,220千円（このうち、No.30に38,220千円を計上）
・48,169千円（379事業所に実施・1事業所上限150千円）
・郵便料等事務費　51千円
④障害福祉施設

－ － － － R5.6 R5.10
対象となる障害福祉施設への
補助を実施する
（対象事業所…406事業所）

HP等
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/kansenshou/bukkak
outou.html

R5補正（地）

27 R4 単 ○ －
松戸市ユニバーサルデザ
インタクシー導入促進事
業（当初予算分）

－ ○ ○
④-Ⅱ．エネルギー・原材
料・食料等安定供給対策

○
⑧地域公共交通や地域
観光業等に対する支援

2,000 2,000 2,000

① ・ユニバーサルデザインタクシーの普及促進を図り、高齢者、障がい者、子育て世代をはじめ、誰もが安心・安全で快適に利用できる交通環境の整備を推進する。
　　・ユニバーサルデザイン車両の導入を促進することにより、タクシー車両に係る燃料費抑制（ハイブリット車両への変更）につながることから、コロナ禍におけるエネルギー価格高騰の影響を受けるタクシー事業者等に対し、車両購入費用の補助を行う。
②タクシー事業者又はリース事業者に対し、ユニバーサルデザインタクシー車両購入費の一部を補助する経費
③ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金　2,000千円
　・車両1台につき、車両本体価格×1/3 - 600千円（上限400千円）
　・補助台数5台を予定（400千円×5台＝2,000千円補助）
④A．松戸市に営業所を有するタクシー事業者
 　B．Aに対してユニバーサルデザインタクシーを貸与するリース事業者

－ － － － R5.4 R6.3

国の方針に則り、2025年度末
までのユニバーサルデザインタ
クシー導入目標を「市内に本拠
を置くタクシー車両数の25％以
上」としている。
令和５年度においては補助台
数５台を予定。

HP等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kurashi/douro/barrierfree/yuniba-
saru.html
『松戸市ユニバーサルデザインタク
シー導入促進事業について』

R5当初（地）

28 R4 単 ○ －
松戸市ユニバーサルデザ
インタクシー導入促進事
業（補正予算分）

－ ○ ○
④-Ⅱ．エネルギー・原材
料・食料等安定供給対策

○
⑧地域公共交通や地域
観光業等に対する支援

2,400 2,400 2,400

① ・ユニバーサルデザインタクシーの普及促進を図り、高齢者、障がい者、子育て世代をはじめ、誰もが安心・安全で快適に利用できる交通環境の整備を推進する。
　　・ユニバーサルデザイン車両の導入を促進することにより、タクシー車両に係る燃料費抑制（ハイブリット車両への変更）につながることから、コロナ禍におけるエネルギー価格高騰の影響を受けるタクシー事業者等に対し、車両購入費用の補助を行う。
②タクシー事業者又はリース事業者に対し、ユニバーサルデザインタクシー車両購入費の一部を補助する経費
③ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金　2,400千円
　・車両1台につき、車両本体価格×1/3 - 600千円（上限400千円）
　・補助台数6台を予定（400千円×6台＝2,400千円補助）
④A．松戸市に営業所を有するタクシー事業者
　 B．Aに対してユニバーサルデザインタクシーを貸与するリース事業者

－ － － － R5.4 R6.3

国の方針に則り、2025年度末
までのユニバーサルデザインタ
クシー導入目標を「市内に本拠
を置くタクシー車両数の25％以
上」としている。
令和５年度においては補助台
数６台を予定。

HP等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kurashi/douro/barrierfree/yuniba-
saru.html
『松戸市ユニバーサルデザインタク
シー導入促進事業について』

R5補正（地）

29 R4 単 ○ －
松戸市公共交通事業者
エネルギー価格高騰対
策緊急支援金

－ ○ ○
④-Ⅱ．エネルギー・原材
料・食料等安定供給対策

○
⑧地域公共交通や地域
観光業等に対する支援

46,970 46,970 46,970

①コロナ禍におけるエネルギー価格高騰への対策として、市内公共交通事業者に対し、経費の一部を補助することで、公共交通の安定的な運行の維持を図る。
② ・バス、タクシー：令和5年3月末日時点で対象事業者が保有している車両の燃料費
　  ・鉄道：特別高圧の受電をすることによる動力費
③バス　　：157台×110千円＝17,270千円
　 タクシー：420台×60千円=25,200千円
   鉄道　　：燃料価格高騰に伴う経費 4,500千円
　 合計：46,970千円
④・市内に事業所を有するバス及びタクシー事業者
 　・市内を運行する鉄道会社のうち、国土交通省が公表する地域鉄道事業者（1社）

－ － － － R5.7 R6.3

本事業を希望する全対象事業
者への補助を実施する
（対象バス…163台、対象タク
シー…422台、対象鉄道…1社）

HP等

https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kurashi/douro/energy_kakaku.html
『松戸市公共交通事業者エネル
ギー価格高騰対策緊急支援金』

R5補正（地）

30 R4 単 ○ －
保育所運営事業
（民間保育所運営支援業
務）（3月補正分）

○ － ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○ － 6,668 6,668 6,668

①コロナ禍における物価高騰対策として、市内の民間保育園に対して、給食費相当額を市が補助し、子育て世帯の負担を軽減する。
②市内の民間保育園に対して、以下の給食費相当額を補助する。当初基準（無償化5,000円、半額2,500円）と、施設設定の給食費との差額部分について、追加で支援するもの。
　第2子半額、第3子以降無償化
③合計　6,668千円（対象：11,150人）
④市内民間保育園利用世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象見込児童数…11,150人）

広報紙・通知等 R5補正（地）

31 R4 単 ○ －
認定こども園運営事業
市内認定こども園施設型
給付費（通常分）

○ － ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○ － 1,421 1,421 1,421

①コロナ禍における物価高騰対策として、市内の民間認定こども園に対して、給食費相当額を市が補助し、子育て世帯の負担を軽減する。
②市内の民間認定こども園に対して、以下の給食費相当額を補助する。当初基準（無償化5,000円、半額2,500円）と、施設設定の給食費との差額部分について、追加で支援するもの。
　第2子半額、第3子以降無償化
③合計　1,421千円（対象：1,805人）
④市内認定こども園利用世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象見込児童数…1,805人）

広報紙・通知等 R5補正（地）

32 R4 単 ○ －
認定こども園運営事業
市外認定こども園施設型
給付費（通常分）

○ － ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○ － 32 32 32

①コロナ禍における物価高騰対策として、市外の民間認定こども園に対して、給食費相当額を市が補助し、子育て世帯の負担を軽減する。
②市外の民間認定こども園に対して、以下の給食費相当額を補助する。当初基準（無償化5,000円、半額2,500円）と、施設設定の給食費との差額部分について、追加で支援するもの。
　第2子半額、第3子以降無償化
③合計　32千円（対象：35人）
④市外認定こども園利用世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象見込児童数…35人）

広報紙・通知等 R5補正（地）

33 R4 単 ○ －
保育所運営委託事業
（市外保育所）
（通常分）

○ － ○
④-Ⅳ．コロナ禍において
物価高騰等に直面する
生活困窮者等への支援

○ － 90 90 90

①コロナ禍における物価高騰対策として、市外の民間保育園に対して、給食費相当額を市が補助し、子育て世帯の負担を軽減する。
②市外の民間保育園に対して、以下の給食費相当額を補助する。当初基準（無償化5,000円、半額2,500円）と、施設設定の給食費との差額部分について、追加で支援するもの。
　第2子半額、第3子以降無償化
③合計　90千円（対象：171人）
④市外民間保育園利用世帯

－ － － － R5.4 R5.12
対象世帯への支援を目的とし
て、市が左記金額を負担する
（対象見込児童数…171人）

広報紙・通知等 R5補正（地）

34 R4 単 ○ －
障害者施設利用助成関
係業務
（通常分）

○ － ○
④-Ⅰ．原油価格高騰対

策
○ － 10,000 10,000 10,000

①コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を受ける障害福祉施設に対して、燃料費・光熱費の支援を行うことにより、その負担を軽減させる。（No.30と同事業）
②障害福祉施設における燃料費・光熱費
③合計　48,220千円（このうち、No.38に10,000千円を計上）
・48,169千円（379事業所に実施・1事業所上限150千円）
・郵便料等事務費　51千円
④障害福祉施設

－ － － － R5.6 R5.10
対象となる障害福祉施設への
補助を実施する
（対象事業所…406事業所）

HP等
https://www.city.matsudo.chiba.jp/
kenko_fukushi/kansenshou/bukkak
outou.html

R5補正（地）

備考①
（地方単独事
業に関連して
いる国庫補助
事業がある場
合、その国庫
補助事業名と
所管省庁名）

予算区分低所得世帯支援枠
を活用する事業

通

常

交

付

金

重

点

交

付

金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、
より効果があると考

える理由
総事業費

Ｂ Ｃ

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量
的指標を設定）

地域住民への周知方法（HP,
広報紙など）

参考資料

対象外経費に
臨時交付金を
充当していな

い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促
進枠の
地方負
担分に
充当

特定事
業者等
支援

個人を
対象と
した給
付金等

Ｄ
Ｂ３ Ｂ４

Ｎｏ

国

の

予

算

年

度

補

助

・

単

独

コロナ禍において原
油価格・物価高騰等
に直面する生活者や
事業者に対する支援

交付対象事業の名称
所

管

交付金の区分

コロナ
感染症
への対
応とし
て必要
な事業


